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はじめに

本テキストは、2023年11月19日現在の情報により作成し

ています。
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Ⅰ 中小企業を取り巻く現状
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１ 中小企業者数の推移

5

出典：「2019年版 中小企業白書」≪付属統計資料（経済センサス「基礎調査」及び「活動調査」を加工、分析して作成）≫
→その後、経済センサスは、令和元年（2019）基礎調査、令和3年（2021）活動調査が実施されているが、
「2023年版」でも情報更新がされていない。
小規模企業：従業員数5人（製造業等は20人）以下。中規模企業：従業員100人（製造業等300人）以下。
会社以外の法人及び農林漁業は含まれていない。

大規模 増減 中規模 増減 小規模 増減 合計 増減小計

2006 11,961 404,857 1,088,401 1,505,219

2009 11,645 -316 419,209 14,352 1,356,102 267,701 1,786,956 281,737 2008.9　ﾘｰﾏﾝｼｮｯｸ

2012 10,319 -1,326 400,056 -19,153 1,277,893 -78,209 1,688,268 -98,688 2011.3　東日本大震災

2014 10,817 498 440,904 40,848 1,278,901 1,008 1,730,622 42,354

2016 10,878 61 412,897 -28,007 1,186,539 -92,362 1,610,314 -120,308

大規模 増減 中規模 増減 小規模 増減 合計 増減小計

2006 390 129,793 2,574,668 2,704,851

2009 281 -109 116,694 -13,099 2,309,259 -265,409 2,426,234 -278,617 2008.9　ﾘｰﾏﾝｼｮｯｸ

2012 277 -4 110,064 -6,630 2,064,921 -244,338 2,175,262 -250,972 2011.3　東日本大震災

2014 293 16 116,070 6,006 1,973,353 -91,568 2,089,716 -85,546

2016 279 -14 116,889 819 1,861,851 -111,502 1,979,019 -110,697

大規模 増減 中規模 増減 小規模 増減 合計 増減合計

2006 12,351 534,650 3,663,069 4,210,070

2009 11,926 -425 535,903 1,253 3,665,361 2,292 4,213,190 3,120 2008.9　ﾘｰﾏﾝｼｮｯｸ

2012 10,596 -1,330 510,120 -25,783 3,342,814 -322,547 3,863,530 -349,660 2011.3　東日本大震災

2014 11,110 514 556,974 46,854 3,252,254 -90,560 3,820,338 -43,192

2016 11,157 47 529,786 -27,188 3,048,390 -203,864 3,589,333 -231,005
2014.4　消費税8％

法人

個人

合計（法人+個人）

2014.4　消費税8％

2014.4　消費税8％
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出典：国税庁

令和5年9月末日現在登録申請件数：約425万件
（申請処理中、取り下げ、複数申請を含んだ数）
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出典：「高齢社会白書」令和2（2020）年版、内閣府
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実績値 ← → 推計値 （単位：万人）
西暦 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2040 2050 2060

生産年齢人口の推移 6,744 7,212 7,581 7,883 8,251 8,590 8,716 8,622 8,409 8,103 7,629 7,406 7,170 6,875 5,978 5,275 4,793
1965年を1 1.00 1.07 1.12 1.17 1.22 1.27 1.29 1.28 1.25 1.20 1.13 1.10 1.06 1.02 0.89 0.78 0.71

実績値 ← → 筆者推計値 （単位：万人）
年 1963 1972 1977 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2012 2016 2020 2025 2030 2040 2050 2060

中小企業数の推移 328 429 452 526 533 520 507 469 420 385 360 355 348 334 291 256 233
1963年を１ 1.00 1.31 1.38 1.60 1.63 1.59 1.55 1.43 1.28 1.18 1.10 1.10 1.06 1.02 0.89 0.78 0.71

（出典：中小企業白書） →生産年齢人口の減少率と同じ割合で減少
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出典：独立行政法人労働政策研究・研修機構 「国内統計：有効求人倍率（新規学卒者を除き、パートタイムを含む）」

２ 有効求人倍率の推移
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出典：独立行政法人労働政策研究・研修機構 「国内統計：有効求人倍率（新規学卒者を除き、パートタイムを含む）」
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３ 最低賃金の推移

出典：独立行政法人労働政策研究・研修機構 「最低賃金（地域別最低賃金 全国加重平均額）の推移」
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４ コロナ関連融資の今後の状況

出典：「中小企業政策審議会・金融小委員会（第10回）」令和5年6月29日開催
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５ コロナ関連の信用保証協会付き融資及び８０％保証の割合の推移

出典：「中小企業政策審議会・金融小委員会（第10回）」令和5年6月29日開催
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17出典：一般社団法人全国信用保証協会連合会 「信用保証実績の推移」



18COPY RIGHT2023  BEST PILOT CONSULTING FＩRM



19出典：日本政策金融公庫HP
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23

2023年11月8日報道発表

コロナ融資１９・４兆円、１兆円が回収不
能・困難に…返済できない企業の倒産相
次ぐ

新型コロナウイルス対策で政府系金融機関が中小事業者向けに実施した
特別融資１９・４兆円のうち、昨年度末時点で約１兆円が回収不能か困難
な恐れのあることが会計検査院の調べでわかった。
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会計検査院による「日本政策金融公庫・新型コロナ特別貸付」に関する検査報告

出典：会計検査院HP「令和4年度決算検査報告」
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法令による開示債権の区分の違い

金融再生法開示債権 リスク管理債権自己査定

引当・償却に係る査定 銀行法等による開示金融再生法による開示

正常債権

要注意先

破綻懸念先

実質破綻先

破綻先

破産更生債権及び
これらに準ずる債権
破産、会社更生、再生手続等の
事由により経営破綻に陥っている

債務者に対する債権

危険債権
債務者が経営破綻の状態には至っ
ていないが、経営状態が悪化してお
り、約定通りの元本及び利息の回収

ができない可能性の高い債権

要管理債権
貸出条件緩和債権

3か月以上延滞債権

延滞債権
未収利息不計上貸出金であって、
破綻先債権及び債務者の経営再建
又は支援を図ることを目的とした
利息の支払いを猶予したもの以外

のもの

破綻先債権
未収利息不計上貸出金であって、

更正手続き開始等の事由が生じて
いるもの

開示対象外
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金融機関の自己査定区分と事業再生局面での税理士のメイン支援エリア

内容 事業計画ウエイト 策定計画

業績良好で、B／Sも問題ない先 取引強化に有用 事業計画

1 赤字決算が続くものの「通常の事業計画」で回復が見込める先 効果あり (早期）経営改
善計画

2 条件変更先で延滞が1か月程度であり、今後の「経営改善計画」により判断する先 必要 経営改善計画

要管理先 業績回復が厳しく将来貸倒リスクの増加が見込まれ、「経営改善計画」注視の先 必須 経営改善計画

事業継続中であるが、今後の経営破綻の可能性が高く、事業再生計画注視の先 必須 事業再生計画

実質的に破綻状況に陥っている先

法的・形式的な経営破綻の事実が発生している先

正常先

破綻懸念先

実質破綻先

破綻先

査定区分

要注意先

26COPY RIGHT2023  BEST PILOT CONSULTING FＩRM
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① コロナ特別融資
借入金

（元本据置返済開始）

自己資本

負債

手元資金残

資産

△赤字補填で減少 ② コロナ特別融資
借入金

（元本据置中）

優先度ー
１

資金繰り維持

優先度ー
２

事業再生
事業譲渡、M&A

廃業時生活保障支援

優先度ー
３

価格改定、人
員確保のため
の施策実施

財務CF支援
営業CF支援

コロナ前B/S 事業承継支援

事業承継税制による支援

経営者保証解除支援

経営資源集約化（M&A）税制
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Ⅱ 今用意されている中小企業支援策
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29（出典：経済産業省）



Ⅲ 資金繰り支援策について
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31
（出典：中小企業政策審議会「金融小委員会・第11回（2023年10月26日）資料）



32（出典：経済産業省）



33（出典：経済産業省）



34（出典：財務省）



35（出典：財務省）



36（出典：中小企業政策審議会「金融小委員会・第10回（2023年6月29日）資料）



37（出典：中小企業政策審議会「金融小委員会・第10回（2023年6月29日）資料）



38（出典：中小企業政策審議会「金融小委員会・第10回（2023年6月29日）資料）



39（出典：中小企業政策審議会「金融小委員会・第10回（2023年6月29日）資料）



40（出典：日本政策金融公庫HP）



Ⅳ 事業再生支援策について
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金融機関の自己査定区分と事業再生局面での税理士のメイン支援エリア

内容 事業計画ウエイト 策定計画

業績良好で、B／Sも問題ない先 取引強化に有用 事業計画

1 赤字決算が続くものの「通常の事業計画」で回復が見込める先 効果あり (早期）経営改
善計画

2 条件変更先で延滞が1か月程度であり、今後の「経営改善計画」により判断する先 必要 経営改善計画

要管理先 業績回復が厳しく将来貸倒リスクの増加が見込まれ、「経営改善計画」注視の先 必須 経営改善計画

事業継続中であるが、今後の経営破綻の可能性が高く、事業再生計画注視の先 必須 事業再生計画

実質的に破綻状況に陥っている先

法的・形式的な経営破綻の事実が発生している先

正常先

破綻懸念先

実質破綻先

破綻先

査定区分

要注意先
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事業再生支援スキーム整理図

支援制度名 補助金の支給窓口

１  収益力改善支援に関する実務指針

  （2022.12公表）

２ 中小企業の事業再生等に関するガイドライン

３ 「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」Q＆A

１ 中小企業活性化協議会実施基本要領

２ 別冊１ 収益力改善支援実施要領

３ 別冊２ 再生支援実施要領（債務免除無し）

４ 別冊３ 中小企業再生支援スキーム（債務免除有り）

５ 別冊４ 中小企業活性化協議会の支援による経営者保証に

      関するガイドラインに基づく保証債務の整理手順

６ 別冊２に係るQ&A

信用保証協会 経営サポート会議
経営改善サポート保証、求償権消滅保証、再挑戦支援保証の活
用を含めた経営支援、事業再生時の債権者調整支援

中小企業活性化協議
会

協議会スキーム 活性化協議会による公的支援

保証協会による公的支援

支援者区分 支援スキームの種類
事業者負担への支援制度

具体的な支援方法の定め・その他の資料

経営革新等認定支援
機関、税理士、弁護
士、その他の外部支
援専門家

収益力改善支援に関す
る実務指針、中小企業

事業再生GL

早期経営改善計画策定支援
事業（ポスコロ事業（旧プ
レ405事業）） 中小企業活性化協議会+

自治体独自支援制度
（EX東京都）経営改善計画策定支援事業

（405事業）
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中小企業の経営状況に応じた「事業再生支援の判断マップ」

COPY RIGHT2023  BEST PILOT CONSULTING FＩRM

支援ツール 連携機関 税理士の支援内容 参照ツール 参考情報

1
赤字が続き、債務超過危険あり又
は債務超過が拡大

収益力改善支援に関する実務指針、
早期経営改善計画支援事業

取引金融機関、信用保証協会、よろず支
援拠点、中小企業活性化協議会

資金繰り計画及び
PDCAツール

2
取引金融機関に融資申し込みを謝
絶されるなど資金調達が困難になっ
てきている。

上記に加えて、経営改善サポート保
証

取引金融機関、信用保証協会及び中小
企業活性化協議会

個別リスケ（経営改善により営業CF確
保見込み）

取引金融機関

協議会スキームによる支援 中小企業活性化協議会

協議会「再生支援
実施要領」又は
「中小企業再生支
援スキーム」

中小企業事業再生ガイドラインによる
私的整理支援（廃業型）、405支援事

業
弁護士等の外部支援専門家

協議会スキームによる支援 中小企業活性化協議会

「担い手探しナビ」、日本政策公庫「事
業承継マッチング支援」、その他M＆A
事業者

日本政策公庫、弁護士等の外部支援専
門家、M&A登録事業者

事業譲渡、会社譲渡及
び譲渡後のPM支援

6
過去の保証協会の代位弁済債務が
残り、資金調達できない場合

求償権消滅保証 信用保証協会

7
過去の廃業経験が支障となって資
金調達ができない場合

再挑戦支援保証、再挑戦支援融資 信用保証協会、日本政策金融公庫
事業計画の策定支援

窮境原因の把握と収益
力を回復させるための
アクションプランの策定
及びPDCA支援

弁護士等の外部支援専
門家と協業のうえ、第
二会社方式、事業譲
渡、債務免除等の再生
スキームについて、主
に税務、会計面からサ
ポートを行う（R5.10　中
小企業等の事業再生等
に関するガイドライン事
例集：金融庁編公表）

2022.3.4金融庁
「廃業時の経営者
保証GLの基本的
考え方」

中小企業事象再
生GL.協議会「保
証債務整理」、中
小M&Aガイドライ
ン、中小PMIガイド
ライン、経営者保
証ガイドライン

中小企業事業再
生GLに定める事
業再生計画

実抜計画OR
合実計画

2021.10.8金融庁
「コロナ下での実抜
計画の取り扱い」

中小企業の経営状況

4

5

3

自力のみでの再生が難しい場合

全ての金融機関から融資謝絶され、
手元資金が６カ月以内にショートす
る予想

個別リスケでの対応では限界があ
り、抜本的な経営改善支援が必要
であること。また、法的整理手続き
より、事業価値や資産等の毀損が
少ない等、中小企業者、対象債権者
双方にとって、相当性、合理性があ
る場合

中小企業事業再生ガイドラインによる
私的整理支援、405支援事業

中小企業活性化協議会、信用保証協会、
弁護士等の外部支援専門家
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本格的な事業再生前の支援
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50（出典：収益力改善支援に関する実務指針）



51（出典：収益力改善支援に関する実務指針）



52
（出典：収益力改善支援に関する実務指針）
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収益力改善のための経営支援の切り口

収益力改善 「規模の利益」

イノベーショ
ンと差別化

高付加価
値＆価格

転嫁

賃金上昇に

充当して、
優秀な人材
を確保

単価 顧客数☓ﾘﾋﾟｰﾄ
人件費

（人材不足）
× － － その他経費

IT化等によ
る生産性の
向上

COPY RIGHT2023  BEST PILOT CONSULTING FＩRM
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２０２３「中小企業白書」分析

（出典：2023「中小企業白書」）
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（出典：2023「中小企業白書」）
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（出典：2023「中小企業白書」）
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（出典：2023「中小企業白書」）
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（出典：2023「中小企業白書」）



認定経営革新等支援機関支援

59

中小企業活性化協議会との連携支援

収益力
改善

早期経営改善計画策定支援

中小企業活性化協議会支援

収益力改善支援

事業再生
経営改善計画策定支援

（405事業）

プレ再生支援

再生支援

廃業
再チャレンジ

再チャレンジ支援

（出典：中小企業庁）

中小事業再生GLスキーム 協議会スキーム
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１ 中小企業活性化協議会による支援

（１） 収益力改善支援

現状では、資金繰りの目途はある程度見込めるが、借入金の返済負担が重いなど、
いずれ資金ショートのリスクがある場合に、1年間から3年間の収益力改善計画を
策定し、元本返済猶予等の金融支援が必要な場合には、協議会を通じて金融支援
を要請する。収益力改善計画策定後も、定期的なモニタリングを実施

（２） プレ再生・再生支援

収益性のある事業はあるものの、過大負債による返済負担が重いなど財務上の問
題がある中小企業に対して、元本据え置きなどの金融支援を前提とした事業再生計
画を策定し、協議会が金融機関等の債権者との間に立って、再生計画案の合意形
成に向けたサポートを実施します。また、再生計画成立後も定期的なモニタリングを
実施します。

（出典：中小企業庁）
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（３） 再チャレンジ支援

事業の継続が難しいと見込まれる場合には、協議会に所属する弁護士等の専門
家による経営者等の再チャレンジに向けた助言を実施し、経営者保証ガイドライン等
を活用して、保証債務の整理等の支援を行う。理等の検討も行います。

（出典：中小企業庁）
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２ 認定経営革新等支援機関による支援

（１） 早期経営改善計画策定支援

認定経営革新等支援機関の支援により、資金実績・計画表やビジネスモデル俯
瞰図などの経営改善計画を策定し、専門家費用の２/３（以下の上限あり）を国が補
助します。

（出典：中小企業庁）

支援枠 補助対象経費 補助率 備考

計画策定支援費用 2／3（上限15万）

伴走支援費用 2／3（上限5万）

伴走支援費用（決算期） 2／3（上限5万）

計画策定支援費用 2／3（上限15万）

伴走支援費用 2／3（上限5万）

伴走支援費用（決算期） 2／3（上限5万）

金融機関交渉費用 2／3（上限10万）

通常枠

経営者保証
解除枠

伴走支援（期中）は事業者の希望
に応じて実施

伴走支援（期中）及び金融機関交
渉は事業者の希望に応じて実施
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（２） 経営改善計画策定支援（405事業）

元本据え置き、債務免除などの金融支援を伴う本格的な経営改善の取組が必要
な中小企業に対して、認定経営革新等支援機関が経営改善計画の策定を支援し、
専門家費用の２/３（以下の上限あり）を国が補助します。通常枠と、「中小企業の事
業再生等に関するガイドライン」（以下の表中は、「中小版GL」）に基づき、「私的整
理」に取り組む事業者に係る経営改善計画の策定費用等についての国が補助する
中小版GL枠がある。

（出典：中小企業庁）

支援枠 補助対象経費 補助率 備考

ＤＤ・計画策定支援費用 2／3（上限200万）

伴走支援費用（モニタリング費用） 2／3（上限100万）

金融機関交渉費用 2／3（上限10万）

ＤＤ費用等 2／3（上限300万）

計画策定支援費用 2／3（上限300万）

伴走支援費用 2／3（上限100万）

中小版ＧＬ枠

中小版ＧＬに基づいた取り組みが対
象。また、その取組の際に必要とな
る第三者支援専門家の手続に係る
費用も補助対象

通常枠

金融機関交渉費用は、経営者保
証解除を目指した計画を作成し、
金融機関交渉を実施する場合に
対象。（任意）
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信用保証協会との早期連携支援



68（出典：中小企業庁）
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（出典：中小企業庁）
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（出典：中小企業庁）
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（出典：中小企業庁）
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（出典：中小企業庁）



73（出典：中小企業庁）
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「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」
による他の支援専門家との連携



75（出典：中小企業庁「経営改善計画策定支援事業の見直しについて」2022年3月22日）
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私的整理 法的整理

性格 私的再生手続きと私的清算手続き 法的再生手続きと法的清算手続き

申立者 債務者 債務者または債権者

対象債権者 金融債権者のみ 仕入先等の一般債権者含めた全て

対外的影響 当事者のみで交渉（非公表） 公表

再生計画 全員の同意が必要 多数決

裁判所の関与 無し 有り

再建型私的整理手続き

廃業型私的整理手続き

ガイドラインの制定

中小企業者及び債権者との間に利害関係を有
しない「第三者支援専門家」の関与を必須とする

中小企業事業再生ガイドライン

準則型私的整理手続き

COPY RIGHT2023  BEST PILOT CONSULTING FＩRM
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区分 具体的な内容

①　収益力の向上と債務基盤の強化

②　適時適切な情報開示等により経営の透明性の確保

③　法人と経営者の資産等の分別管理

④　経営悪化兆候の早期確認及び対応体制の整備

①　経営状況と財務状況の適時適切な開示

②　本源的な収益力の回復に向けた取り組み

③　事業再生計画の策定

④　経営悪化度合いに応じた適切な対応

　A　返済猶予等の条件緩和

　　  窮境原因の把握と事業再生計画の策定・実行

　B　債務免除等の抜本的な金融支援

　　  経営者責任と株主責任の明確化

　C　A及びBでも事業再生が困難な場合

　　  スポンサー支援や経営の共同化

　D　A、B、Cでもなお事業再生が困難な場合

　　  スポンサーへの事業譲渡等を含めた廃業を検討

平時の中小企業者への支援内容

有事の中小企業者への支援内容

中小企業事業再
生ガイドライン
「第二部　中小企
業の事業再生等に
関する基本的な考
え方」の要旨

COPY RIGHT2023  BEST PILOT CONSULTING FＩRM
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事業再生計画（再生型）のポイント

対象者 計画区分 内容

①　実質的に債務超過である場合には、事業再生計画成立後最初に到来する事業年度開始の日から5年以内を目途
に実質的な債務超過解消（企業の業種特性や固有の事情等に応じた合理的な理由がある場合には、これを超える期
間を要する計画を排除しない）
②　経常利益が赤字である場合には、事業再生計画成立後最初に到来する事業年度開始の日から概ね３年以内を目
途に黒字に転換（企業の業種特性や固有の事情等に応じた合理的な理由がある場合には、これを超える期間を要す
る計画を排除しない）
③　事業再生計画の終了年度（原則として実質的な債務超過を解消する年度）における有利子負債の対キャッシュフ
ロー比率が概ね１０倍以下（企業の業種特性や固有の事情等に応じた合理的な理由がある場合には、これを超える期
間を要する計画を排除しない）

責任要件
金融支援を要請する場合には、経営責任を明確化。債務減免等を要請する場合には、株主責任を明確化するととも
に、経営者保証がある場合には、保証人の資産等の開示と保証債務の整理方針の開示

権利調整要件 債権者間平等を旨とし、負担割合も衡平性の観点から個別に検討

経済合理性要件
債務減免等を要請する場合には、破産手続で保障される清算価値よりも多く回収が見込めるなどの経済合理性があ
ること

地域経済要件 地域経済の発展、地方創生への貢献、連鎖倒産回避等、地域経済への影響を考慮

債務減免等の要請を含まない場合には、上記中小企業者の数値要件は、下記の数値要件とすることができる。

①　計画期間終了後の業況が良好であり、かつ、財務内容にも特段の問題がない状態等となる計画であること

②　事業再生計画成立後２事業年度（事業再生計画成立年度を含まない。）から、3事業年度継続して営業キャッシュ
フローがプラスとなること

【計画年度】→【１年度】→【２年度】と【３年度】と【４年度】

数値要件

中小企業者

数値要件小規模企業者

COPY RIGHT2023  BEST PILOT CONSULTING FＩRM



79（出典：中小企業庁HP）
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中小企業活性化協議会スキームの
数値目標
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日本政策金融公庫の連絡窓口

日本政策金融公庫・東京支店
融資第二課長 伊東 康祐 様
TEL 03-3270-1301 FAX 03-3241-9310
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-9-4

大手町フィナンシャルシティ ノースタワー１F


